
現在、障害者の地域生活への移行の推進が図られてい

ます。しかし、障害者にとって地域で暮らしていくため

には、相談やマネジメント体制の整備が不可欠です。そ

こで今回は、障害者ケアプランの作成など試行的な取り

組みもおこなっている障害者生活支援センターともいき

の相談スーパーバイザー菊本圭一さんにインタビューし

ました。

■相談事業について教えてください。
センターには187名の登録者がいます。2004年度は、

前年度より2割増えて、1,054件の相談がありました。365

日、24時間の相談を川越身体障害者センターの協力を得

ながら、2人のコーディネーターと身体、聴覚、視覚の

ピアカウンセラーにスーパーバイザーというスタッフで

対応しています。

センターでは本来、川越市内の身体障害者が対象です

が、川越市では身体・精神・知的の三障害の総合相談サ

ービスを設けていて、相談を一本化できることを特徴と

しています。従って、マッチングが出来れば、精神や知

的の相談もここで受けられます。

寄せられた相談で多いのは、福祉サービスの利用援助

や社会資源を活用するための支援です。ここに来る相談

は、離婚、住宅、財産問題など複雑な事情を抱えている

ことが多く対応に時間がかかることもあります。

■理学療法士（PT）、言語聴覚士（ST）の
スタッフの役割は
利用者の現状を考えると相談を待っているだけではな

く、地域に出ていくことが求められていると思います。

地域に暮らす障害者の中には、まだまだ自分から相談に

こない、こられない方も多いですからね…。センターで

は市内の保健センターへの巡回や家庭訪問をおこないま

す。PTは住宅改修のアドバイス、STは地域の「コトバ

の会」の手伝いなど、地域に出かけて活躍してもらって

います。

■相談事業の役割は
日常生活に困っている方たちのバリアを発見し、それ

を取り除くということじゃないでしょうか。こういう相

談事業というものは、普段はわかりませんが、自分が困

ったときに初めてその存在を知り訪ねてくるわけです。

その時にいかに同じ生活者としての視点を持って相談を

おこなえるかどうかです。また、利用者の立場に立って

物事を考え、言葉には出てこない気持ちを探ることが相

談では最も重要なことです。

■利用者のためのケアマネジメントも
されていますね
支援費制度が始まった2003年度は、行政から必要なサ

ービス量を測るための相談も多くありました。その都度、

ケアプランを作成し81名を数えましたが、2004年度には

支給の目安ができたのか54名でした。現在、センターで

は必要に応じて利用者にあわせたケア計画を作成し、市

に提出して支給量決定の参考にしていただくこともあり

ます。

地域に散在するサービスを障害者本人の生活ニーズに

基づいて総合的に提供するには、障害者ケアマネジメン

トが必要になります。今後も障害者の地域生活を支援し

ていくためには、この考え方を普及させ、一機関、一事

業所、一担当者で抱え込まないことです。

■ここには福祉機器も展示されて
いますね
支援センターでこのような福祉機器の展示があるとこ

ろは少ないと思います。

実際に見て試せるのでショールーム的な効果もあり、

購入を考えている利用者や家族だけでなく学生の体験学

習にも利用されています。

しかしそれ以上に好評なのは、ここで機器購入などの

手続きの一部を手伝ってもらえることです。例えばデイ

サービスの利用者が車いすのタイヤが減ったとか装具が

壊れたという時に、わざわざ市役所まで出かけなくても、

センターで申請書類の書き方や市への提出の手伝いを依

頼することができるので利用者に大変喜ばれています。

■福祉機器について利用者からは
どんな反応がありますか
最近、相談が多いもののひとつに電動ベッドがありま

すが、買ったら40万円以上もします。これではなかなか

購入できません。障害の状況などによっては公的な補助

が受けられますが、それでも自己負担が20万円以上にな

ります。そこで便利なのがリサイクル製品です。介護保

険が始まってから、レンタル用品をリサイクルして安価

で提供する企業等が増え助かっています。

それに、買ってみるといろいろと使いにくい点が出て

きます。スロープを買っては見たけど、使わないときに

家の中でしまうところがなかったり、電動車椅子を家の

中で細かく動かすので壊れ易くなったりします。

今の福祉機器はデザインも機能も非常に多様化し良い

傾向だと思いますが、価格やアフターケアも考えて開発

を進めていただければ、もっと需要も増えるはずです。

■これからの課題は何でしょうか
いろいろありますが、1つはコミュニティが崩れてい

ることでしょうか。地域でも、昔から住んでいる人々は

関わり合いがあるのですが、そこにマンションなどが出

来ると旧住民と新住民の交流が進まず、近所同士の助け

合いなどが難しくなります。コミュニティの機能が崩れ

ていると、地震などの災害が起きたときに障害者や高齢

者などの災害弱者といわれる方たちは大変です。今後は

コミュニティに入ってこない人たちをどう地域の助け合

いの輪の中に参加させるかが大きな課題だと思います。

そこにはコミュニティワーカーのような役目をする人が

必要で、その在り方や働き方も重要になってきます。

ロバート・ルポリ氏によるレポート「アメリカのヘル

スケア市場の動向」の２回目です。前回は「2003年のメ

ディケア改革」、「在宅介護とリハビリテーションの方向」

等についてご紹介いたしました。時代の底流にあったの

は「経費削減」という言葉でした。今回は既に導入が始

まっている「競争入札」と「報酬額削減」を中心にご紹

介いたします。

報酬額据置と削減、競争入札

競争入札とは、現行のDME（耐久性医療用具、福祉

機器）の給付方法において、一部の品目を競争入札によ

るプロセスに置き換え、市場活力によりサプライヤ（福

祉機器を供給する側）に対し良質な商品やサービスを効

率的に合理的な費用で提供しようとする刺激を与えるも

のです。単純にいえば、給付額をより低くし、メディケ

ア支出を削減することを狙っています。

2003年に制定されたメディケア処方箋薬近代化に関す

る法律（MMA法）に基づいて、米国連邦議会がCMS

（メディケア・メディケイド・サービスセンター。旧：

医療保険財政管理局）に対してDME（耐久性医療用具、

福祉機器）の購買について競争入札を導入するよう指示

しました。

CMSは現在もいくつかの市場で実験を進めており、

入札価格に関する取り決めや方法についての最終的な定

義はまだ定められていません。これまでにおこなわれた

試験運用（テスト市場）では、CMSは条件を満たした

ヘルスケア企業にそれぞれの供給区域におけるDMEに

ついての入札を依頼しました。CMSによると、条件を

満たした最低価格の入札者と契約を結ぶことで、この競

争による節減効果は20％にものぼるということです。

試験運用（テスト市場）は、フロリダ州ポーク・カウ

ンティで1999年と2001年に、テキサス州サン・アントニ

オでは2001年に行われました。試験地域におけるメディ

ケアの受給者は118,000人で、DMEサプライヤは48社。

なお、メーカーは、直接には入札に参加しませんでした。

フロリダでは1999年は酸素機器、病院用ベッドや備品、

経腸栄養製剤・用品、泌尿器関連製品、包帯等、2001年

は酸素機器、病院用ベッドや備品、泌尿器関連製品、包

帯等が対象となり、テキサスでは酸素機器、病院用ベッ
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ド、備品、手動車いす・備品、補装具、噴霧器用薬品が

対象となりました。

試験運用を経て、業界では「製品やサービスの質が低

下する」、「利用者の選択肢が少なくなる」、DME製品の

供給に付随しながらもメディケアからの償還が得られな

いサービスを例に挙げ、「専門的なサポートサービスを

削減せざるを得なくなる」などの理由から反対をしてい

ます。

アメリカの経済が数年前ほど好調でないことから、メ

ディケアの支出削減や報酬額の据置に関して圧力がある

のは当たり前のことだといえます。今般の改正において、

国全体のメディケアに関する費用の削減は金額ベースで、

酸素濃縮器が－11％、携帯用酸素が－9％、電動車いす

が－2％、手動車いすが－3％、電動エアー・マットレス

が－5％、ネブライザーが－14％、ベッドが－13％とな

っています。

現状では、病院、養護施設、その他のヘルスケアに対

するメディケアプログラムの給付額と比べると、DME

への支出はごくわずか――メディケアの年間支出の約

2.5％――にすぎません。しかし、プログラム全体の規

模が大きいため、DMEへのメディケアの支出総額は年

間約70億ドル（7,300億円）にものぼります。さらに加え

るならば、DMEに支出される費用のうち3分の1はメデ

ィケアからの給付なのです。

今般のメディケア改革法では主に呼吸器系医薬品に関

して、大幅な報酬削減を実行しようとしています。ただ、

医療機器やDME（耐久性医療用具、福祉機器）につい

ての報酬額据置や削減は対処可能なレベルだといわれて

います。実際、アメリカの主要な在宅介護メーカーの

CEOは報酬削減に関して、「この1年は業界の中心部が混

乱させられたが、HME業界はこれまでの歴史上にない

くらいはっきりとした見通しを持って団結し、議会や認

定機関と良い関係にある。」と好意的に見解を述べてい

ます。

この報酬額削減や競争入札の導入に至った背景には、

サプライヤ・メーカーへの批判もあります。それは、

DMEに関する料金体系に関するものです。料金体系の

設定が1986－87年の商品価格を基準にしており、その後

もサプライヤが表示した金額（希望小売価格）に準じて

更新されているからです。業界の競争が激化する中にあ

って、必ずしも市場価格や原価と連動していない料金体

系がまかり通っていたということになりま

す。

また、報酬の請求過程においても問題が

指摘されています。例えば、メディケアの

支払請求で使う共通手順コード（HCSCS）

において、1つのコード番号が200種類に及

ぶ製品を示しているという「粗さ」です。

この200種にわたる製品の実際の価格は1ド

ルから18ドルの範囲ですが、どの製品を使

ってもメディケアからの償還時には11ドル

が支払われる、つまり、1ドルの製品を使

ってもメディケアからは10ドル加算された

11ドルが支払われるという仕組みが残って

いるのです。

さて、メディケアにおけるコストの削減

が上記のように金額ベースで検討されているにも関わら

ず、最近、議論を呼んでいるのが競争入札に関する条項

への強い反対です。競争入札に関する条項は2007年まで

は施行されない予定ですが、現在、アメリカの在宅医療

メーカーは、競争入札案に対して断固として反対の意を

表明しています。業界は、大統領選の最中にジョン･ケ

リー氏が示した、「メディケア改革法で示されている全

国的な競争入札は、本当の競争入札ではない。これは政

府が発案した価格操作にほかならない。」という強い意

見に同調しているようです。その結果HME、DME業界

は、メディケア改革法で製品購入に必要な競争入札の条

項を修正もしくは廃止しようとする政治的パートナーを

探し出し、活動を開始しようとしています。

義務的な業者認定制度
―メディケア事業者番号の保持

1980年代後半以降、メディケア制度の適用を受けるた

めの認定は、医療・福祉機器プロバイダー（事業者）が

任意で受けるものでしたが、これが変わることになりま

す。2003年の「メディケア処方箋薬近代化に関する法律

（Medicare Prescription Drug Modernization Act: MMA）」

では、全ての耐久性医療用具（福祉機器）業者は在宅点

滴サービスプロバイダーと同様に、メディケア事業者番

号の保持には認定を受けることになったからです。大手

のプロバイダーが1年間の認定を維持するには、3,500～

10,000ドル（40～100万円）の費用がかかることになりま

す。

昨年行われたHME News調査ではプロバイダーの半

数がこの義務的な認定に反対していますが、一方では好

ましい改革であるととらえる意見もあります。好意的に

受けとめる意見は、この認定によって、不正もしくは不

適切な運営を行うプロバイダーは廃業するか、認定され

る基準まで業務を改善し、患者が利益を得られるように

なるからというものです。評論家の多くも認定を好まし

く考えていますが、基準違反対策の政府予算が少なく、

法律に強制力や強い罰則による規制がないことが問題で

あると指摘しています。

メディケア改革法ではHMEサプライヤーの新しい

「質的基準」や、こうしたサービスを提供するための独

立した認定機関を設置することを提案しています。この

条項はおそらく2007年施行予定の競争入札条項よりも前

に行われることになります（厳密には、保健社会福祉省

長官が質的水準を設定してから1年後に施行となります）。

現行のメディケアには、HMEサプライヤーに関する21

の任意の基準を設けていますが、プロバイダー側はこれ

らの基準の効力は弱く、強制力がないと見ています。

病院認定合同委員会（ Joint Commission on

Accreditation of Healthcare Organizations: JCAHO）は、

このような認定の利点として、ケアの質の改善、コミュ

ニティからの信頼強化、スタッフの教育向上、雇用の改

善、保険会社やその他の第3者から求められる必要条件

を満たす能力向上、専門的資質の向上などがあるとコメ

ントしています。

（つづく）
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福祉の現場を訪ねて

障害者生活支援センター
ともいきの実践

「障害者生活支援センターともいき」は、

1996年に法人認可された「社会福祉法人と

もいき会」によって運営されています。97

年に開所した川越身体障害者センターに、

ショートステイ、デイサービス事業、通所

型療護A型（8月開所予定）などとともに併設

され、99年10月から相談事業を始めました。

24時間の相談には、2004年度で1,000件を越

える相談が寄せられています。

障害者生活支援センター　ともいき

川越身体障害者センター併設　

埼玉県川越市笠幡1646-17

TEL.049-239-3688 FAX.049-239-3699

http://www.tomoiki.com

センター
概要

埼玉県
川越市

車椅子や自助具等が展示されている。手に触れて試せるだけでなく、
購入や修理の申請もここで手伝ってもらえるのが好評です。

どんな相談にも対応できるよう、スキルアップを目指しています。
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